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研究成果の概要（和文）：本研究では、研究課題採択後に出た重要な立法および判例の分析に主眼をおいた。そ
の成果は以下のとおりである。第一に、2017年の独立労働者の保護に関する立法では、社会保障制度などの拡張
とともに、経済的従属の濫用に関する規制が導入された。経済的従属の濫用規制では、取引の拒絶や取引条件の
一方的強制に制限が課せられていること、これらは当初下請関係のみを対象としていたが、適用対象の拡大傾向
をみせていることが明らかとなった。第二に、2020年1月の破毀院判決では、従来労働者性を認められていなか
った類型の就労者にも労働者性が認められており、労働者性の拡大傾向が認められることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：This study focused on the analysis of very recent and important legislation 
and sentences in Italy. The results of the study are as follows. First, the law on the protection of
 independent workers in 2017 has introduced, along with the expansion of the social security system,
 Regulations on the abuse of economic subordination. The Abuse of Economic Subordination Regulations
 impose restrictions on behavior of the client enterprise such as the refusal to deal, the 
unilateral enforcement of the terms of the deal. This regulation was initially covered only 
subcontracting relationships, but the scope of application has been expanding.  Secondly, in the 
January 2020 the Italian Supreme Court has ruled that a independent contractor who had not 
previously been recognized as a worker was a employee.  We can recognise a tendency to expand the 
scope of the employee in Italy.
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
イタリア法の検討からは以下の2点を指摘できる。第一に、個人請負型について経済的従属の濫用規制が用いら
れているが、それは経済的従属状態にある事業者の保護を進めるというイタリア法文脈の中に位置づけられるも
のであるという点である。日本法との比較をするにあたっては、この文脈を意識したものとしなくてはならな
い。第二に、独立労働についての保護立法ができたにも関わらずイタリアでは従来の判例法理を変更してより広
く労働者性を認めたことである。ここでは労働者性の前提となる「従属」概念が変化している可能性がある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 研究代表者は、これまで非正規雇用（非正社員）をめぐる法制度の研究をおこなってきた、と
くに非正規雇用問題において最も重要な均等待遇規制（同一労働同一賃金原則など）に研究の重
心をおいていた。具体的には、(1)EU の非正社員をめぐる判例・立法、およびイタリアにおける
非正社員をめぐる立法・判例の研究、さらには、(2) 非正社員の均等待遇規制と間接差別規制の
法的な位置づけ研究を通じて、正社員と非正社員の待遇の格差是正を正当化する法的根拠はど
こにあるのか、そしてその限界はどこにあるのかを明らかにする研究をおこなってきた(「非正
社員に対する均等待遇の法的根拠・意義と射程―EU とイタリアから」若手研究(B)・2010 年度
～2012 年度・課題番号 22730052 および「非正社員の均等待遇規制と間接差別規制の再定位―
判例分析・理論分析を通じて」・2013 年度～2015 年度・課題番号 25380081)。非正規雇用、特
に均等待遇原則に関する研究の成果は、大木正俊『イタリアにおける均等待遇原則の生成と展開』
（日本評論社、2016 年）にまとめられている。 
 非正規雇用については、日本労働法学会編『講座 労働法の再生』において、非正規雇用の総
論部分を担当し、論文を寄稿した（2017 年刊行）。この論文では、非正規雇用について、(1)正社
員との相対化および(2)非労働者との相対化という二つの相対化が進行していることなどを指摘
した。すなわち、(1) 非正規雇用の質的基幹化および正社員の多様化によって両者の区分は明確
ではなくなっている一方で、(2)近年、個人請負型就業者などの雇用類似の就労形態が拡大して
おり、また、これらの雇用類似の就労形態は、職の不安定性と低廉な労働条件にあるという点な
どにおいて非正規雇用に近似した実態にあるといえることから、個人請負型就業者と非正規雇
用の区分も不明確になっていることなどを指摘した。 
 そのうえで、近年、非正規雇用に関しては保護の強化（2012 年労働契約法改正、2007 年・
2014 年パートタイム労働法改正、2015 年労働者派遣法改正など）が行われているものの、(1)
多様化する正社員や非雇用形態である個人請負型就業者を対象とした包括的な制度設計がなさ
れていないこと（非正規雇用の規制の延長線上に後者の個人請負型就業者などを対象とした規
制が必要なことについては水町勇一郎「非正規雇用と法」長谷部恭男ら編『岩波講座現代法の動
態 第 3 巻社会変化と法』(岩波書店、2014 年)51 頁)も参照）、および(2)より根源的な問題とし
て、今後個人請負型就業者にまで保護を拡大するのであれば、労働法規範の根拠を労働者の従属
性に求めてきたこれまでの基礎理論についてあらためて議論をし直す必要があることなどを指
摘した。 
 本研究は、以上の成果をふまえ、今後拡大が見込まれる個人請負型就業者の保護のあり方につ
いて比較法研究（とりわけイタリア法研究）を通じて考察するものである。 
 「これまでの研究」において明らかにしたように個人請負型就業者は非正規雇用と連続性をも
つ働き方であるため、非正規雇用に関する規制が大きく変容した現在、個人請負型就業者の保護
のあり方を改めて問い直す必要がある。情報通信技術の発展などにより企業のアウトソーシン
グが進む結果、企業の組織外で働く者（個人請負型就業者）が今後増加するものと予想されるこ
と(大内伸哉「IT からの挑戦―技術革新に労働法はどう立ち向かうべきか」日本労働研究雑誌 663
号(2015 年)79 頁）からすれば、この問題は大きな重要性をもつといえる。 
 日本ではこれまで個人請負型就業者の一種である家内労働者を対象とした家内労働法などが
あったが、近年の個人請負型就業者の拡大に対応した立法はなされていない。そもそも、その実
態についても十分な調査はなされておらず、日本では立法に向けた環境は未成熟である（『個人
請負型就業者に関する研究会報告書』(2010 年)）。他方で、欧州ではオン・コール労働やバウチ
ャー労働など新しい形態の就労が注目を集めるようになっているが、こういった新しい形態の
就労にも個人請負型就業者は多い（Eurofound, New forms of employment, Publications Office 
of the European Union, Luxembourg, 2015.）とりわけイタリアには新しい形態の就労に関す
る法規制が多く、とりわけ個人請負型就業者に関する規制が多く参考になる。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、欧州、特にイタリアにおける個人請負型就業者に対する保護の規制内容および規
制の趣旨・意義を明らかにすることを通じて、個人請負型就業者の保護の現代的なあり方の特徴
を明らかにし、今後日本で生じることが予想される議論のための基礎的な資料を提供すること
を目的とする。 
 具体的には、欧州諸国、とりわけイタリアにおける個人請負型就業者に関する規制を題材に、
(1)立法研究および(2)理論研究をおこない、保護規制の内容および趣旨・意義を明らかにする。 
 (1)では、まず、イタリア法を中心に個人請負型就業者に関する立法について、条文および判
例を検討し、その内容を明らかにする。前記のように、イタリアは拡大する個人請負型就業者に
関する規制を多く導入している国であり、また、イタリアの立法内容を本格的に研究したものは
これまでになかったことから、新たな知見が得られる可能性は高い。 
 (2)では、（1）で明らかにした規制内容をふまえつつ、個人請負型就業者の保護のあり方に関
する基礎的な理論を検討することを通じて、個人請負型就業者の保護の現代的なあり方の特徴
を明らかにする。具体的には、イギリス労働法学における労働市場規制論など、個人請負型就業
者の拡大も視野に入れた近年の労働法の基礎理論の最新動向を参照することになる。 
 さらに、(1)(2)で明らかになった欧州における個人請負型就業者の保護の現代的なあり方の特
徴を参考に、日本における法規制のあり方などを考察する。 



 
３．研究の方法 
 本研究では、採択後に進行したイタリアにおいて重要な立法および判例の動きがあったこと
から、当初の研究計画のうち（1）により重点をおくこととした。とりわけ、(a)2017 年に立法さ
れた独立労働の保護に関する立法（2017 年 5月 22 日法律 81号）の分析、および(b)2018 年から
2020 年にかけて出されたデジタル・プラットフォームでのフードデリバリーサービスの配達員
の労働者性に関する判決（Foodora 事件）の分析を進めた。 
 具体的には、(a)については、条文の内容理解、沿革・立法趣旨の解明、過去の立法・学説な
どとの関連を明らかにすることなどを通じて各規制の分析をおこない、(b)については、各判決
の判決内容および過去の同テーマに関する議論の蓄積を検討し、イタリア法の文脈における判
決の意義を明らかにする作業をおこなった。 
 このほか、労働市場政策全般に関する基礎的な議論の整理、労働市場の現状に関する基礎的な
環境の変化に関する分析をおこなった。 
 
４．研究成果 
 第一に、2017 年に制定された独立労働に関する新たな保護立法の分析をおこなった。同法は、
経済的従属の濫用の禁止(3 条)、独創的貢献および発明に基づく独立労働者への権利の帰属(4
条)、職能団体への権限委譲内容特定作業への政府への立法権限委任(5 条)、職能団体所属者へ
の母親給付、疾病給付等についての政府への立法権限委任(6条)、一部独立労働者への失業手当
の給付(7 条)、職業紹介等の労働市場サービスへのアクセス(10 条)、安全衛生に関する規則制定
の政府への立法権限委任(11 条）、母親手当の対象拡大(13 条)、妊娠疾病、労働災害の保護の拡
大(14 条)などを内容とする。 
 この立法で注目されるのは、経済的従属の濫用という経済法上の規制を独立労働者に及ぼし
ている点、従来雇用と結びついて展開されてきた社会保障・福祉制度を独立労働者にまで拡大し
ようとしている点や、職能団体に一定の権限を付与しようとしている点などである。これらのう
ち、特に注目すべきなのは 3条の経済的従属の濫用の禁止である。そこで、本研究においては 3
条について特に詳しく検討をくわえた。同条のうち、注目されるのはその 4 項が、1998 年法律
192 号 9 条を「矛盾しない限りにおいて」適用すると定めている点である。1998 年法の 9条は、
下請関係において経済的従属の濫用を禁止したものである。具体的には、同条は販売の拒否もし
くは購入の拒否、不当に厳しくもしくは差別的な契約条件の押しつけ、既存の商取引関係の恣意
的な終了を例示しつつ、濫用行為全般を禁止し、約定の無効、損害賠償、差止め等の民事上の制
裁を定め、また、競争当局による警告および制裁を行う場合も定められている。 
 この 9 条の適用範囲は、その後の判例によって拡大されている。学説の中には当初より広い範
囲での適用を主張するものがあったが(たとえば、D. Maffeis, Abuso di dipendenza economica, 
in AA. VV. (a cura di), La subfornitura, Giuffre, 1998, p. 78.)、これを認めないものや
中間的な解決をはかる学説もあったところ（学説については、4G. Cavallini, Il divieto di 
abuso di dipendenza economica e gli strumenti del “nuovo” diritto civile a servizio 
del lavoro autonomo in G. Zilio Grandi e M. Biasi (a cura di), Commentario breve allo 
Stauto del Lagoro Autonomo e del Lavoro Agile, CEDAM, 2018, p289 ss.）、判例はいくらか
の揺れをみせたもののあらゆる企業間の取引に適用するという広い範囲の解釈を採用した(Cass. 
Sez. Un. 25 novembre 2011, n. 24906, in Foro it., 2012, I, c. 805.)。このような判例の
発展の文脈からすると、2017 年法 3条の規定は、判例により拡大されてきた 1998 年法の経済的
従属の濫用規制の適用範囲がさらに拡大されたものと位置づけることができよう。また、これと
は別に雇用関係（労働契約）においては、信義則などの一般条項を用いた契約内容の規制が従来
からおこなわれており、同法 3 条は、雇用関係におけるこの発展を一般条項という形ではなく、
経済的従属の濫用規制という形で独立労働にまで及ぼしたものともみることができそうである。 
 このようなイタリア法の状況は日本の個人請負型就労者の保護を考える上でも示唆的である。 
 第二に、イタリアで注目を集めていたプラットフォーム・ワーカーの労働者性に関する事件の
分析である。この事件では、スマートフォンアプリなどを利用したフードデリバリーの配達員の
労働者性が問題となったものである。2018 年一審では 1980 年代から 1990 年代にかけて出され
たバイク便宅配員（pony express 事件）の労働者性を否定した判例を踏襲し、配達員の労働者
性を指定したが、2019 年の第二審では労働者保護の一部を適用することを認め、2020 年 1 月の
破毀院判決においては、全面的な労働者性を認めるというスリリングな展開をみせた。 
 直近に出された判決のため、その評価をおこなうにはまだ時間が必要であるが、2020 年 2 月
上旬にイタリアで実施したインタビューにおいては、イタリアの研究者より、従前の労働者性に
関する判例とは明らかに異なる判断をした点、2017 年に独立労働者の保護立法が整備されたに
も関わらずあえて労働者であると判断した点に意義がある判決だとの第一印象をもっていると
の回答を得た。今後の課題は破毀院判決と 2017 年法の関係をどのように捉えるかであろう。イ
ンタビューでもイタリアの研究者が言及していたように、イタリアでは 2017 年法によって独立
労働者に対してある程度の保護をおこなっているが、2017 年法の適用される独立労働者と雇用
関係にある（従属）労働者では保護の水準は大きく異なっている。今回の判決は、イタリアにお
いては従来は労働者と捉えられてこなかった者を労働者として保護する姿勢をみせたものと理
解することができるが（この点も判決の精査が必要となる）、どの程度まで労働者の範囲を拡大



したものなのかを厳密に検討する必要があろう。 
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